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市第 107 号議案 

   横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関す 

る条例の一部改正 

 横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例の

一部を改正する条例を次のように定める。 

平成24年２月15日提出 

横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関す 

   る条例の一部を改正する条例 

 横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例（

平成16年３月横浜市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第７号ア中「（神奈川県を除く。）」を削り、「費用」の

次に「（多国籍企業者企業立地等に係る固定資産の取得に要する費

用を除く。）」を加え、同号イ中「企業立地等助成金」を「助成金

」に改め、同号を同条第11号とし、同号の前に次の１号を加える。 

 (10)  多国籍企業者企業立地等 多国籍企業者又は多国籍企業者の

関係会社（当該多国籍企業者が財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）第５条第１項

第１号の財務諸表提出会社である場合における同令第８条第８

項に規定する関係会社をいう。以下同じ。）が行う企業立地等

のうち、次に掲げる行為をいう。 

  ア 横浜市の区域内に本社等を設置していない多国籍企業者が

本社等を設置すること。 

  イ 横浜市の区域内に研究所を設置していない多国籍企業者が
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研究所を設置すること。 

  ウ 多国籍企業者の関係会社が規則で定める行為をすること。 

第２条第６号イ中「規則で定める本社機能等を備えた事業所（以

下「本社等」という。）」を「本社等」に改め、同号を同条第９号

とし、同号の前に次の２号を加える。 

 (7) 本社等 規則で定める本社機能等を備えた事務所をいう。 

 (8) 研究所 別表第２の指定産業に係る研究開発を行う施設をい

う。 

 第２条第５号を同条第６号とし、同条第４号の次に次の１号を加

える。 

 (5)  多国籍企業者 次のいずれかに該当する中小企業者又は大企

業者をいう。 

  ア 日本国外の２以上の国又は地域（以下「国等」という。）

において規則で定める現地法人を設立して事業活動を行う中

小企業者又は大企業者 

  イ 外国会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第２号に

規定する外国会社をいう。以下同じ。）の本店又は主たる事

務所が所在する国等以外の２以上の国等において規則で定め

る現地法人を設立して事業活動を行う当該外国会社が設立し

た中小企業者又は大企業者であって、規則で定めるもの 

 第３条第１項中「前条第６号ア」を「前条第９号ア」に改める。 

 第４条第１項中「、第２号及び第４号」を「から第４号まで」に 

改め、「事項の変更」の次に「（同項第３号に掲げる事項の変更に

あっては、同条第３項の規定により認定を受けた多国籍企業者が多

国籍企業者でなくなる場合に限る。）」を加える。 
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第５条第１項中「承継する」の次に「ことができる」を加え、同

条第２項中「を承継した」を「の承継を受けようとする」に、「に

届け出なければ」を「の承認を受けなければ」に改める。 

 第６条第１項を次のように改める。 

  市長は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、その認

定を取り消すことができる。 

 (1) 認定事業計画（第４条第１項の変更の認定があったときは、

その変更後のもの。以下同じ。）に従って企業立地等を行って

いないと認めるとき。 

 (2) 第３条第４項に規定する規則で定める期間内に企業立地等に

係る事業を開始していないと認めるとき。 

 (3) 第14条第１項の規定により当該企業立地等又は当該企業立地

等に係る事業の全部の廃止の届出があったとき。 

 (4) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに

基づく市長の処分に違反したとき。 

第７条第１項中「当該固定資産を当該認定事業計画に基づく固定

資産取得企業立地等に係る事業の用に供することとなった」を「第

12条の規定により投下資本額が確定した」に、「固定資産取得企業

立地等に係る事業の用に供することとなった」を「当該投下資本額

が確定した」に改め、同条第２項中「。以下この項において同じ」

を削り、「当該固定資産を当該認定事業計画に基づく固定資産取得

企業立地等に係る事業の用に供することとなった」を「第12条の規

定により投下資本額が確定した」に、「固定資産取得企業立地等に

係る事業の用に供することとなった」を「当該投下資本額が確定し

た」に改め、同条第３項中「当該固定資産を当該認定事業計画に基
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づく固定資産取得企業立地等に係る事業の用に供することとなった

」を「第12条の規定により投下資本額が確定した」に、「固定資産

取得企業立地等に係る事業の用に供することとなった」を「当該投

下資本額が確定した」に改め、同項第４号中「償却資産」の次に「

（別表第２に規定する償却資産をいう。第８条の３第１項において

同じ。）」を加え、同条に次の１項を加える。 

４ 固定資産取得事業者が第１項の規定による固定資産税の税率の

特例又は第２項の規定による都市計画税の税率の特例の適用を受

けようとする当該年度の初日の属する年の１月１日に、当該企業

立地等に係る事業の全部又は一部を休止しているときは、当該１

月１日を賦課期日とする年度については、第１項又は第２項の規

定は適用しない。 

 第８条第１項中「認定事業計画に係る投下資本額が」を「第12条

の規定により確定した投下資本額が」に改め、「別表第３」の次に

「（認定事業計画が多国籍企業者企業立地等に係るものである場合

にあっては、別表第４）」を加え、「（当該認定事業計画に係る投

下資本額に、神奈川県の補助金、奨励金その他これらに類するもの

の交付の対象となった固定資産の取得に要する費用が含まれる場合

にあっては、当該助成率以内で規則で定める割合）」を削り、「企

業立地等助成金（以下「助成金」という。）」を「助成金」に改め

、同項ただし書中「別表第４」を「別表第５（認定事業計画が多国

籍企業者企業立地等に係るものである場合にあっては、別表第６）

」に改め、「（当該認定事業計画に係る投下資本額に、神奈川県の

補助金、奨励金その他これらに類するものの交付の対象となった固

定資産の取得に要する費用が含まれる場合にあっては、当該上限額
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の範囲内で規則で定める額）」を削り、同条第２項中「３年」の次

に「（固定資産賃借企業立地等が多国籍企業者企業立地等である場

合にあっては、４年）」を加え、「別表第５」を「別表第７」に改

め、同条第３項中「助成金」を「前２項の助成金」に改め、「期日

」の次に「（以下「期日」という。）」を加え、同項に次のただし

書を加える。 

  ただし、当該助成金の交付を受けようとする者が当該企業立地

等に係る事業の全部又は一部を休止しているときは、申請するこ

とができない。 

 第８条第４項中「交付する」の次に「第１項又は第２項の」を加

え、同条第６項中「ほか、」の次に「第１項及び第２項の」を加え

、同条の次に次の２条を加える。 

第８条の２ 市長は、認定事業者が当該企業立地等に係る事業を開

始した日から３年を経過した日の属する事業年度の末日において

、当該認定事業者が雇用する規則で定める市民雇用者（以下「市

民雇用者」という。）が当該事業を開始した日から、当該事業を

開始した日における市民雇用者の数の 100 分の10に相当する人数

（少数点以下の端数がある場合にあっては、これを切り上げた数

に相当する人数）以上（当該事業を開始した日に市民雇用者を雇

用していない場合にあっては、１人以上）増加したときは、当該

増加した人数に応じて別表第８に規定する助成金を当該認定事業

者に対して交付することができる。ただし、当該認定事業者が期

日までに当該企業立地等又は当該企業立地等に係る事業の全部又

は一部を休止したときは、この限りでない。 

２ 前項の助成金の交付を受けようとする者は、当該企業立地等に
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係る事業を開始した日及び当該企業立地等に係る事業を開始した

日から３年を経過した日の属する事業年度の末日における当該認

定事業者が雇用する市民雇用者の人数を期日までに、市長に報告

しなければならない。 

３ 第１項の助成金の交付を受けようとする者は、期日までに市長

に申請しなければならない。 

４ 前条第４項から第６項までの規定は、第１項の助成金について

準用する。この場合において、同条第４項中「に係る企業立地等

が認定事業計画に基づく」とあるのは、「が第８条の２第１項の

規定に適合する」と読み替えるものとする。 

第８条の３ 市長は、第12条の規定により確定した固定資産取得事

業者に係る投下資本額のうち、家屋の取得、新築及び増築並びに

償却資産の取得に係る費用が次のいずれにも該当するときは、当

該費用の 100 分の１に相当する額の助成金を当該固定資産取得事

業者に対して交付することができる。ただし、当該固定資産取得

事業者が期日までに当該企業立地等又は当該企業立地等に係る事

業の全部又は一部を休止したときは、この限りでない。 

 (1) 当該費用のうち規則で定める市内事業者に発注した額が当該

費用の 100 分の50に相当する額を超えていること。 

 (2) 当該費用のうち規則で定める市内事業者に発注した額が、固

定資産取得事業者が中小企業者にあっては 100,000,000 円以上

、大企業者にあっては 1,000,000,000 円以上であること。 

２ 前条第３項及び第４項の規定は、前項の助成金について準用す

る。この場合において、同条第４項において準用する第８条第４ 

 項中「第８条の２第１項」とあるのは、「第８条の３第１項」と 
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 読み替えるものとする。 

 第12条中「上で、交付すべき」の次に「第８条第１項の」を加え

、「助成金の額は」を「当該助成金の額は」に、「基づき第８条第

１項の規定により算定する」を「別表第３（認定事業計画が多国籍

企業者企業立地等に係るものである場合にあっては、別表第４）に

規定する事業所の種類ごとの助成率を乗じて得た」に改める。 

第13条中「認定事業者は、」を「固定資産取得事業者にあっては

」に、「次条の規定により、休止した期間を除く」を「当該事業を

休止した期間がある場合にあっては、10年に当該休止した期間を加

えた期間。以下同じ。）、固定資産賃借事業者にあっては企業立地

等に係る事業を開始した日から７年を経過する日までの間（当該事

業を休止した期間がある場合にあっては、７年に当該休止した期間

を加えた期間」に改める。 

 第14条第１項中「認定事業者は、」を「固定資産取得事業者にあ

っては」に改め、「おいて」の次に「、固定資産賃借事業者にあっ

ては企業立地等に係る事業を開始した日から７年を経過する日まで

の間において」を加える。 

 第15条第１項中「市長は、」の次に「第８条から第８条の３まで

の」を加え、「の各号」を削り、「第８条第４項」の次に「（第８

条の２第４項及び第８条の３第２項において準用する第８条の２第

４項において準用する場合を含む。）」を加え、同項第２号中「第

８条第５項」の次に「（第８条の２第４項及び第８条の３第２項に

おいて準用する第８条の２第４項において準用する場合を含む。）

」を加え、同項第４号中「助成金」を「当該助成金」に改める。 

 第16条中「助成金が」を「当該助成金が」に改める。 
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 第17条中「市長は、」の次に「第８条から第８条の３までの」を

加える。 

附則第１項の見出しを削り、同項中「平成24年３月31日」を「平

成27年３月31日」に改め、同項の項番号を削る。 

 附則第２項及び第３項を削る。 

 別表第２中「（第２条第６号、第７号）」を「（第２条第８号、

第９号及び第11号、第７条第３項第４号）」に改め、同表京浜臨海

部地域、臨海南部工業地域、内陸南部工業地域及び内陸北部工業地

域の項を次のように改める。 

１ 中小企業者が事業所を設置し、又は拡張する  

 目的で、次のいずれかに該当する行為をするこ  

 と。                    

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

  家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土  

  地に存する家屋を取得すること。      

 (2) 自ら所有する土地に家屋を新築し、又は増  

  築すること。  

２ １に掲げる固定資産の取得に併せて、事業所  

 の設備を新設し、又は増設する目的で、償却資  

 産を取得すること。             

 中小企業者が事業所の設備を新設し、増設し、  

又は規則で定めるところにより更新する目的で、  

償却資産を取得すること。           

京浜臨海部地域  

、臨海南部工業  

地域、内陸南部  

工業地域及び内  

陸北部工業地域  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境・エネルギ

ー、医療・健康

及びＩＴに関連

する分野で規則

で定めるもの（

以下「重点産業

」という。）並

びに自然科学研

究に関連する分

野で規則で定め

るもの並びに製

造業で規則で定

めるもの（以下

これらを総称し

て「指定産業」

という。）  

１ 大企業者が本社等又は研究所を設置し、又は  

 拡張する目的で、次のいずれかに該当する行為  

 をすること。                

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

  家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土  

  地に存する家屋を取得すること。      

 (2) 自ら所有する土地に家屋を新築し、又は増  

  築すること。               

２ １に掲げる固定資産の取得に併せて、本社等  

 又は研究所の設備を新設し、又は増設する目的  
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   で、償却資産を取得すること。        

３ 大企業者が事務所（本社等を除く。）又は工  

 場を設置し、又は拡張する目的で、次のいずれ  

 かに該当する行為をすること。        

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

  家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土  

  地に存する家屋を取得すること。      

 (2) 自ら所有する土地に重点産業の事業の用に  

  供する家屋を新築し、又は増築すること。  

４ ３に掲げる固定資産の取得に併せて、事務所  

 (本社等を除く。)又は工場の設備を新設し、又  

 は増設する目的で、償却資産を取得すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   大企業者が重点産業の事業の用に供する研究所  

又は工場の設備を新設し、増設し、又は規則で定  

めるところにより更新する目的で、償却資産を取  

得すること。                 

 すべての分野 １ 指定産業の研究所又は工場として賃貸する目  

 的で、次のいずれかに該当する行為をすること  

 。  

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

  家屋を新築すること。           

 (2) 自ら所有する土地に家屋を新築すること。  

２ １に掲げる固定資産の取得に併せて、指定産  

 業の研究所又は工場の設備として賃貸する目的  

 で、償却資産を取得すること。        

 

別表第３を次のように改める。 

別表第３（第８条第１項、第12条） 

     事 業 所 の 種 類            助 成 率       

 本   社   等   及   び   研   究   所         10パーセント       

 工               場         ８パーセント       

 本社等、研究所及び工場以外の事業所         ６パーセント       

  

 別表第５第２項中表の部分を次のように改める。 
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     助 成 金 算 定 基 準 額         金   額     

               4,000,000円以下             0円   

    4,000,001円以上   100,000,000円以下   

助成金算定基準額に1,000円  

未満の端数があるときは、こ  

れを切り捨てた額      

   100,000,001円以上                   100,000,000円   

  

別表第５を別表第７とし、同表の前に次の１表を加える。 

別表第６（第８条第１項） 

         費  用  の  種  類           上 限 額   

投下資本額に係る土地の取得及び賃借に係る費用          1,000,000,000円 

投下資本額に係る家屋の新築、増築及び取得並びに償却資産の取得

に係る費用                         
  2,000,000,000円 

  

 別表第４を別表第５とし、別表第３の次に次の１表を加える。   

別表第４（第８条第１項、第12条） 

     事 業 所 の 種 類            助 成 率       

 本   社   等   及   び   研   究   所         15パーセント       

 工               場         ８パーセント       

 本社等、研究所及び工場以外の事業所         ６パーセント       

  

 別表に次の１表を加える。 

別表第８（第８条の２第１項） 

     市 民 雇 用 者 増 加 数         金   額     

     １人以上         ９人以下          500,000円   

     10人以上         19人以下         5,000,000円   
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     20人以上         29人以下        10,000,000円   

     30人以上         39人以下        15,000,000円   

     40人以上         49人以下        20,000,000円   

     50人以上         59人以下        25,000,000円   

     60人以上         69人以下        30,000,000円   

     70人以上         79人以下        35,000,000円   

     80人以上         89人以下        40,000,000円   

     90人以上         99人以下        45,000,000円   

     100人以上                     50,000,000円   

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の横浜市企業立地等促進特定地域におけ

る支援措置に関する条例（以下「新条例」という。）の規定（第

６条第１項の規定を除く。）は、この条例の施行の日以後に新条

例第３条第１項の規定により企業立地等事業計画の認定を申請し

た者について適用し、同日前にこの条例による改正前の横浜市企

業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例第３条第１

項の規定により企業立地等事業計画の認定を申請した者について

は、なお従前の例による。 

 

   提 案 理 由 

 企業立地等事業計画の認定を申請することができる期間を延長し
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、かつ、支援対象、助成率等を見直すことにより、企業立地等の促

進を図るため、横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に

関する条例の一部を改正したいので提案する。 
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 参  考   

       横 浜 市 企 業 立 地 等 促 進 特 定 地 域 に お け る 支 援 措 置 に 関 す 

       る 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)    
（ 定 義 ） 

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該

  各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 

（ 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 省 略 ） 

 (5)  多 国 籍 企 業 者  次 の い ず れ か に 該 当 す る 中 小 企 業 者 又 は 大 企 
 

  業 者 を い う 。 
 

  ア  日 本 国 外 の ２ 以 上 の 国 又 は 地 域 （ 以 下 「 国 等 」 と い う 。）  
 

   に お い て 規 則 で 定 め る 現 地 法 人 を 設 立 し て 事 業 活 動 を 行 う 中 
 

   小 企 業 者 又 は 大 企 業 者 
 

  イ  外 国 会 社 （ 会 社 法 （ 平 成 17 年 法 律 第 86 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 
 

   規 定 す る 外 国 会 社 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 本 店 又 は 主 た る 事 
 

   務 所 が 所 在 す る 国 等 以 外 の ２ 以 上 の 国 等 に お い て 規 則 で 定 め 
 

   る 現 地 法 人 を 設 立 し て 事 業 活 動 を 行 う 当 該 外 国 会 社 が 設 立 し 
 

   た 中 小 企 業 者 又 は 大 企 業 者 で あ っ て 、 規 則 で 定 め る も の 
 

 (6)  
       ( 本 文 省 略 )  
 (5)  

 (7)  本 社 等  規 則 で 定 め る 本 社 機 能 等 を 備 え た 事 務 所 を い う 。 
 

 (8)  研 究 所  別 表 第 ２ の 指 定 産 業 に 係 る 研 究 開 発 を 行 う 施 設 を い 
 

  う 。 
 

 (9)  
      企 業 立 地 等  企 業 立 地 等 促 進 特 定 地 域 に お い て 行 わ れ る 次 に 
 (6)  

    掲 げ る 行 為 を い う 。 

 （ ア 省 略 ） 
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                                                                      本 社 等    
     イ  特 定 事 業 者 が 、 固 定 資 産 の う ち 家 屋 を 賃 借 し て 、 
                                                                      規 則 で 定 

                                                                                  
        め る 本 社 機 能 等 を 備 え た 事 業 所 （ 以 下 「 本 社 等 」 と い う 。）  

        を 設 置 す る こ と （ み な と み ら い 21 地 域 、 横 浜 駅 周 辺 地 域 、 関 

        内 周 辺 地 域 、 新 横 浜 都 心 地 域 及 び 港 北 ニ ュ ー タ ウ ン 地 域 に お 

       い て 家 屋 を 賃 借 す る 場 合 で あ っ て 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ 

       り 設 置 す る と き に 限 る 。）。  

 (10)  多 国 籍 企 業 者 企 業 立 地 等  多 国 籍 企 業 者 又 は 多 国 籍 企 業 者 の 
 

  関 係 会 社 （ 当 該 多 国 籍 企 業 者 が 財 務 諸 表 等 の 用 語 、 様 式 及 び 作 
 

  成 方 法 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 38 年 大 蔵 省 令 第 59 号 ） 第 ５ 条 第 １ 項 
 

  第 １ 号 の 財 務 諸 表 提 出 会 社 で あ る 場 合 に お け る 同 令 第 ８ 条 第 ８ 
 

  項 に 規 定 す る 関 係 会 社 を い う 。 以 下 同 じ 。） が 行 う 企 業 立 地 等 
 

  の う ち 、 次 に 掲 げ る 行 為 を い う 。 
 

  ア  横 浜 市 の 区 域 内 に 本 社 等 を 設 置 し て い な い 多 国 籍 企 業 者 が 
 

   本 社 等 を 設 置 す る こ と 。 
 

  イ  横 浜 市 の 区 域 内 に 研 究 所 を 設 置 し て い な い 多 国 籍 企 業 者 が 
 

   研 究 所 を 設 置 す る こ と 。 
 

  ウ  多 国 籍 企 業 者 の 関 係 会 社 が 規 則 で 定 め る 行 為 を す る こ と 。 
 

 (11)  
        投 下 資 本 額  別 表 第 ２ に 定 め る 固 定 資 産 の 取 得 に 要 す る 費 用 
 (7)  

   で 、 次 に 掲 げ る も の を 控 除 し た も の を い う 。 

                                                                  
     ア  国 、 他 の 地 方 公 共 団 体                           そ の 他 公 共 的 
                                      （ 神 奈 川 県 を 除 く 。）  

        団 体 の 補 助 金 、 奨 励 金 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の の 交 付 の 対 

                                                         （ 多 国 籍 企 業 者 企 業 
        象 と な っ た 固 定 資 産 の 取 得 に 要 す る 費 用 
 

        立 地 等 に 係 る 固 定 資 産 の 取 得 に 要 す る 費 用 を 除 く 。）  
 

  イ  第 ７ 条 の 規 定 に よ る 税 率 の 特 例 の 適 用 を 受 け 、 又 は 第 ８ 条 

         助 成 金      
の 規 定 に よ る         の 交 付 の 対 象 と な っ た 固 定 資 

         企 業 立 地 等 助 成 金 
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   産 の 取 得 に 要 す る 費 用 

  （ ウ 及 び エ 省 略 ） 

  （ 企 業 立 地 等 事 業 計 画 の 認 定 等 ） 

                                            前 条 第 ９ 号 ア 
第 ３ 条  中 小 企 業 者 及 び 大 企 業 者 は 、               に 掲 げ る 行 為 に 
                                            前 条 第 ６ 号 ア 

  係 る 企 業 立 地 等 （ 以 下 「 固 定 資 産 取 得 企 業 立 地 等 」 と い う 。） を 

 行 お う と す る 場 合 は 投 下 資 本 額 が 中 小 企 業 者 に あ っ て は 100,000,00  

  0 円 以 上 、 大 企 業 者 に あ っ て は 1,000,000,000 円 以 上 の 固 定 資 産 取 得 

  企 業 立 地 等 を 行 お う と す る と き 、 又 は 同 号 イ に 掲 げ る 行 為 に 係 る 

  企 業 立 地 等 （ 以 下 「 固 定 資 産 賃 借 企 業 立 地 等 」 と い う 。） を 行 お 

  う と す る 場 合 は 、 当 該 企 業 立 地 等 に 係 る 計 画 （ 以 下 「 企 業 立 地 等 

  事 業 計 画 」 と い う 。） を 作 成 し 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 こ 

  れ を 市 長 に 提 出 し て 、 そ の 認 定 を 受 け る こ と が で き る 。 

   （ 第 ２ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

( 認 定 事 業 計 画 の 変 更 )  

第 ４ 条  認 定 事 業 者 は 、 認 定 を 受 け た 企 業 立 地 等 事 業 計 画 ( 以 下 「 

                                     か ら 第 ４ 号 
認 定 事 業 計 画 」 と い う 。 ) の 変 更 ( 前 条 第 ２ 項 第 １ 号      
                        、 第 ２ 号 及 

 ま で            （ 同 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 項 の 変 更 に 
に 掲 げ る 事 項 の 変 更 

 び 第 ４ 号 

 あ っ て は 、 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 認 定 を 受 け た 多 国 籍 企 業 者 が 
 

 多 国 籍 企 業 者 で な く な る 場 合 に 限 る 。）  
に 限 る 。 ) を し よ う と す 

 

る と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 あ ら か じ め 、 市 長 の 認 定

を 受 け な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

  （ 承 継 ） 

第 ５ 条  認 定 事 業 者 が 、 当 該 企 業 立 地 等 若 し く は 当 該 企 業 立 地 等 に 

 係 る 事 業 の 全 部 を 譲 渡 し 、 又 は 認 定 事 業 者 に つ い て 合 併 若 し く は 
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  分 割 （ 当 該 企 業 立 地 等 若 し く は 当 該 企 業 立 地 等 に 係 る 事 業 の 全 部 

  を 承 継 さ せ る も の に 限 る 。） が あ っ た と き は 、 当 該 企 業 立 地 等 若 

  し く は 当 該 企 業 立 地 等 に 係 る 事 業 の 全 部 を 譲 り 受 け た 法 人 又 は 合 

  併 後 存 続 す る 法 人 若 し く は 合 併 に よ り 設 立 さ れ た 法 人 若 し く は 分 

  割 に よ り 当 該 企 業 立 地 等 若 し く は 当 該 企 業 立 地 等 に 係 る 事 業 の 全 

                                                                     こ と が で 
  部 を 承 継 し た 法 人 は 、 そ の 認 定 事 業 者 の 地 位 を 承 継 す る 
 

 き る 
      。 
 

                                                の 承 継 を 受 け よ う と す る 
２  前 項 の 規 定 に よ り 認 定 事 業 者 の 地 位                              者  
                                               を 承 継 し た 

                  の 承 認 を 受 け な け れ ば 
 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 市 長           な ら 
                  に 届 け 出 な け れ ば 

 な い 。 

  （ 企 業 立 地 等 事 業 計 画 の 認 定 の 取 消 し 等 ） 

          市 長 は 、 認 定 事 業 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ 
第 ６ 条  
          市 長 は 、 認 定 事 業 者 が 認 定 事 業 計 画 （ 第 ４ 条 第 １ 項 の 変 更 

 の 認 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。               
の 認 定 が あ っ た と き は 、 そ の 変 更 後 の も の 。 以 下 同 じ 。） に 従 っ 

                                                                                 
 て 企 業 立 地 等 を 行 っ て い な い と 認 め る と き 、 又 は 第 ３ 条 第 ４ 項 に 

                                                                                 
 規 定 す る 規 則 で 定 め る 期 間 内 に 企 業 立 地 等 に 係 る 事 業 を 開 始 し て 

                                                                     
 い な い と 認 め る と き は 、 そ の 認 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。 

 (1)  認 定 事 業 計 画 （ 第 ４ 条 第 １ 項 の 変 更 の 認 定 が あ っ た と き は 、 
 

    そ の 変 更 後 の も の 。 以 下 同 じ 。） に 従 っ て 企 業 立 地 等 を 行 っ て 
 

    い な い と 認 め る と き 。 
 

 (2)  第 ３ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 期 間 内 に 企 業 立 地 等 に 
 

   係 る 事 業 を 開 始 し て い な い と 認 め る と き 。 
 

 (3)  第 14 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 当 該 企 業 立 地 等 又 は 当 該 企 業 立 地 
 

  等 に 係 る 事 業 の 全 部 の 廃 止 の 届 出 が あ っ た と き 。 
 

 (4)  こ の 条 例 若 し く は こ の 条 例 に 基 づ く 規 則 の 規 定 又 は こ れ ら に 
 

   基 づ く 市 長 の 処 分 に 違 反 し た と き 。 
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  （ 第 ２ 項 省 略 ） 

 （ 固 定 資 産 取 得 企 業 立 地 等 に 係 る 固 定 資 産 の 固 定 資 産 税 及 び 都 市 

計 画 税 の 税 率 の 特 例 ） 

第 ７ 条  固 定 資 産 取 得 企 業 立 地 等 を 行 う 認 定 事 業 者 （ 以 下 「 固 定 資 

産 取 得 事 業 者 」 と い う 。） が 、 認 定 事 業 計 画 に 基 づ い て 取 得 し 、 

新 築 し 、 又 は 増 築 し た 固 定 資 産 で あ っ て 、 当 該 固 定 資 産 取 得 事 業 

者 が 所 有 し 、 か つ 、 当 該 認 定 事 業 計 画 に 基 づ く 固 定 資 産 取 得 企 業 

立 地 等 に 係 る 事 業 の 用 に 供 す る も の に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 

税 率 は 、 横 浜 市 市 税 条 例 （ 昭 和 25 年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 34 号 ） 第 48  

           第 12 条 の 規 定 に よ り 投 下 資 本 額 が 確 定 し 
条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 

            当 該 固 定 資 産 を 当 該 認 定 事 業 計 画 に 基 づ 

 た                             
 く 固 定 資 産 取 得 企 業 立 地 等 に 係 る 事 業 の 用 に 供 す る こ と と な っ た 

                当 該 投 下 資 本 額 が 確 定 し た   
 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の １ 月 １ 日 （ 
                固 定 資 産 取 得 企 業 立 地 等 に 係 る 

                
               日 が １ 月 １ 日 で あ る 場 合 は 、 そ の 
 事 業 の 用 に 供 す る こ と と な っ た 

日 の 属 す る 年 の １ 月 １ 日 ） を 賦 課 期 日 と す る 年 度 か ら ５ 年 度 分 の 

固 定 資 産 税 に 限 り 、 100 分 の 0.7 と す る 。 

２  固 定 資 産 取 得 事 業 者 が 、 認 定 事 業 計 画 に 基 づ い て 取 得 し 、 新 築 

                               
し 、 又 は 増 築 し た 固 定 資 産 （ 土 地 及 び 家 屋 に 限 る 
                     。 以 下 こ の 項 に 

       
      。） で あ っ て 、 当 該 固 定 資 産 取 得 事 業 者 が 所 有 し 、 か 
 お い て 同 じ 

 つ 、 当 該 認 定 事 業 計 画 に 基 づ く 固 定 資 産 取 得 企 業 立 地 等 に 係 る 事 

業 の 用 に 供 す る も の に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 税 率 は 、 横 浜 市 

                  第 12 条 の 規 定 に よ り 投 下 
市 税 条 例 第 132 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 
                 当 該 固 定 資 産 を 当 該 認 定 

 資 本 額 が 確 定 し た                      
事 業 計 画 に 基 づ く 固 定 資 産 取 得 企 業 立 地 等 に 係 る 事 業 の 用 に 供 す 

                       当 該 投 下 資 本 額 
       日 の 属 す る 年 の 翌 年 の １ 月 １ 日 （ 
る こ と と な っ た                固 定 資 産 取 得 企 

 が 確 定 し た                 
                      日 が １ 月 １ 日 で あ 
 業 立 地 等 に 係 る 事 業 の 用 に 供 す る こ と と な っ た 

る 場 合 は ､ そ の 日 の 属 す る 年 の １ 月 １ 日 ) を 賦 課 期 日 と す る 年 度 
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か ら ５ 年 度 分 の 都 市 計 画 税 に 限 り 、 100 分 の 0.15 と す る 。 

                      第 12 条 の 規 定 に よ 
３  前 ２ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 は 、 
                      当 該 固 定 資 産 を 当 

 り 投 下 資 本 額 が 確 定 し た                   
 該 認 定 事 業 計 画 に 基 づ く 固 定 資 産 取 得 企 業 立 地 等 に 係 る 事 業 の 用 

                          当 該 投 下 
           日 の 属 す る 年 の 翌 年 の １ 月 31 日 （ 
 に 供 す る こ と と な っ た                固 定 資 産 

 資 本 額 が 確 定 し た                 
                         日 が １ 月 １ 
 取 得 企 業 立 地 等 に 係 る 事 業 の 用 に 供 す る こ と と な っ た 

 日 で あ る 場 合 は 、 そ の 日 の 属 す る 年 の １ 月 31 日 ） ま で に 、 次 に 掲 

げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で 省 略 ） 

       ( 別 表 第 ２ に 規 定 す る 償 却 資 産 を い う 。 第 ８ 条 の ３ 
 (4)  償 却 資 産 
 

  第 １ 項 に お い て 同 じ 。 )  
             を 取 得 し た 場 合 は 、 所 在 地 、 種 類 、 数 
 

量 、 取 得 価 額 、 取 得 年 月 日 及 び 耐 用 年 数 

（ 第 ５ 号 省 略 ） 

４  固 定 資 産 取 得 事 業 者 が 第 １ 項 の 規 定 に よ る 固 定 資 産 税 の 税 率 の 
 

 特 例 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 都 市 計 画 税 の 税 率 の 特 例 の 適 用 を 受 
 

 け よ う と す る 当 該 年 度 の 初 日 の 属 す る 年 の １ 月 １ 日 に 、 当 該 企 業 
 

 立 地 等 に 係 る 事 業 の 全 部 又 は 一 部 を 休 止 し て い る と き は 、 当 該 １ 
 

 月 １ 日 を 賦 課 期 日 と す る 年 度 に つ い て は 、 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 
 

 定 は 適 用 し な い 。 
 

 （ 企 業 立 地 等 助 成 金 ） 

        第 12 条 の 規 定 に よ り 確 定 し た 投 下 資 本 額 が 
第 ８ 条  市 長 は 、                    中 小 企 

認 定 事 業 計 画 に 係 る 投 下 資 本 額 が 

業 者 に あ っ て は 500,000,000 円 以 上 、 大 企 業 者 に あ っ て は 5,000,000,  

                        （ 認 定 事 業 
000 円 以 上 と な る と き は 、 当 該 投 下 資 本 額 に 別 表 第 ３ 

 

 計 画 が 多 国 籍 企 業 者 企 業 立 地 等 に 係 る も の で あ る 場 合 に あ っ て は 
 

 、 別 表 第 ４ ）                        
       に 規 定 す る 事 業 所 の 種 類 ご と の 助 成 率 
                        （ 当 該 認 定 事 

                                  
業 計 画 に 係 る 投 下 資 本 額 に 、 神 奈 川 県 の 補 助 金 、 奨 励 金 そ の 他 こ 
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れ ら に 類 す る も の の 交 付 の 対 象 と な っ た 固 定 資 産 の 取 得 に 要 す る 

                               
費 用 が 含 ま れ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 助 成 率 以 内 で 規 則 で 定 め る 

            助 成 金                
   を 乗 じ て 得 た 額 の 
割 合 ）         企 業 立 地 等 助 成 金 （ 以 下 「 助 成 金 」 と い 

     
    を 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 分 割 し て 、 固 定 資 産 取 得 事 業     
 う 。）     

 者 に 対 し て 交 付 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 同 一 の 企 業 立 地 等 促 

                            別  
進 特 定 地 域 に お い て 、 同 一 の 中 小 企 業 者 又 は 大 企 業 者 に 対 し 、 

                             別  

 表 第 ５ （ 認 定 事 業 計 画 が 多 国 籍 企 業 者 企 業 立 地 等 に 係 る も の で あ 
 表 第 ４ 

 る 場 合 に あ っ て は 、 別 表 第 ６ ）                    
               に 規 定 す る 費 用 の 種 類 ご と の 上 限 
 

                                   
 額  
  （ 当 該 認 定 事 業 計 画 に 係 る 投 下 資 本 額 に 、 神 奈 川 県 の 補 助 金 、 

                               
奨 励 金 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の の 交 付 の 対 象 と な っ た 固 定 資 産 

                               
の 取 得 に 要 す る 費 用 が 含 ま れ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 上 限 額 の 範 

             
           を 超 え て 交 付 す る こ と は で き な い 。 
囲 内 で 規 則 で 定 め る 額 ） 

２  市 長 は 、 固 定 資 産 賃 借 企 業 立 地 等 に 係 る 事 業 を 開 始 し た 日 の 属 

                     （ 固 定 資 産 賃 借 企 業 
す る 事 業 年 度 の 翌 事 業 年 度 開 始 の 日 か ら ３ 年 

 

 立 地 等 が 多 国 籍 企 業 者 企 業 立 地 等 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 ４ 年 ） 
 

 を 経 過 す る 日 ま で の 間 （ 以 下 「 対 象 期 間 」 と い う 。） に 開 始 す る 

各 事 業 年 度 （ 以 下 「 対 象 事 業 年 度 」 と い う 。） に つ い て 、 そ れ ぞ 

 別 表 第 ７ 
れ     の 規 定 に よ り 算 定 す る 助 成 金 算 定 基 準 額 ご と の 助 成 金 
 別 表 第 ５                             

 を 固 定 資 産 賃 借 企 業 立 地 等 を 行 う 認 定 事 業 者 （ 以 下 「 固 定 資 産 賃 

借 事 業 者 」 と い う 。） に 対 し て 交 付 す る こ と が で き る 。 

  前 ２ 項 の 助 成 金 
３         の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 毎 年 度 、 市 長 が 
  助 成 金 

       （ 以 下 「 期 日 」 と い う 。）  
 指 定 す る 期 日             ま で に 、 市 長 に 申 請 し な 
 

         た だ し 、 当 該 助 成 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 
 け れ ば な ら な い 。 
 

 が 当 該 企 業 立 地 等 に 係 る 事 業 の 全 部 又 は 一 部 を 休 止 し て い る と き 
 

 は 、 申 請 す る こ と が で き な い 。 
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４  市 長 は 、 前 項 の 申 請 に 係 る 企 業 立 地 等 が 認 定 事 業 計 画 に 基 づ く 

も の で あ る と 認 め る と き は 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 、 当 該 年 度 に 

    第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 
交 付 す る          助 成 金 の 額 を 決 定 す る も の と す る 。 
 

 （ 第 ５ 項 省 略 ） 

               第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 
６  前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、          助 成 金 の 交 付 
                

 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。 

第 ８ 条 の ２  市 長 は 、 認 定 事 業 者 が 当 該 企 業 立 地 等 に 係 る 事 業 を 開 
  

 始 し た 日 か ら ３ 年 を 経 過 し た 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 末 日 に お い て 
 

 、 当 該 認 定 事 業 者 が 雇 用 す る 規 則 で 定 め る 市 民 雇 用 者 （ 以 下 「 市 
 

 民 雇 用 者 」 と い う 。） が 当 該 事 業 を 開 始 し た 日 か ら 、 当 該 事 業 を 
 

 開 始 し た 日 に お け る 市 民 雇 用 者 の 数 の 100 分 の 10 に 相 当 す る 人 数 
 

 （ 少 数 点 以 下 の 端 数 が あ る 場 合 に あ っ て は 、 こ れ を 切 り 上 げ た 数 
 

 に 相 当 す る 人 数 ） 以 上 （ 当 該 事 業 を 開 始 し た 日 に 市 民 雇 用 者 を 雇 
 

 用 し て い な い 場 合 に あ っ て は 、 １ 人 以 上 ） 増 加 し た と き は 、 当 該 
 

 増 加 し た 人 数 に 応 じ て 別 表 第 ８ に 規 定 す る 助 成 金 を 当 該 認 定 事 業 
 

 者 に 対 し て 交 付 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 認 定 事 業 者 が 期 
 

 日 ま で に 当 該 企 業 立 地 等 又 は 当 該 企 業 立 地 等 に 係 る 事 業 の 全 部 又 
 

 は 一 部 を 休 止 し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。 
 

２  前 項 の 助 成 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 当 該 企 業 立 地 等 に 
 

 係 る 事 業 を 開 始 し た 日 及 び 当 該 企 業 立 地 等 に 係 る 事 業 を 開 始 し た 
 

 日 か ら ３ 年 を 経 過 し た 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 末 日 に お け る 当 該 認 
 

 定 事 業 者 が 雇 用 す る 市 民 雇 用 者 の 人 数 を 期 日 ま で に 、 市 長 に 報 告 
 

 し な け れ ば な ら な い 。 
 

３  第 １ 項 の 助 成 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 期 日 ま で に 市 長 
 

 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。 
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４  前 条 第 ４ 項 か ら 第 ６ 項 ま で の 規 定 は 、 第 １ 項 の 助 成 金 に つ い て 
 

 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 ４ 項 中 「 に 係 る 企 業 立 地 等 
 

 が 認 定 事 業 計 画 に 基 づ く 」 と あ る の は 、 「 が 第 ８ 条 の ２ 第 １ 項 の 
 

 規 定 に 適 合 す る 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 
 

第 ８ 条 の ３  市 長 は 、 第 12 条 の 規 定 に よ り 確 定 し た 固 定 資 産 取 得 事 
 

 業 者 に 係 る 投 下 資 本 額 の う ち 、 家 屋 の 取 得 、 新 築 及 び 増 築 並 び に 
 

 償 却 資 産 の 取 得 に 係 る 費 用 が 次 の い ず れ に も 該 当 す る と き は 、 当 
 

 該 費 用 の 100 分 の １ に 相 当 す る 額 の 助 成 金 を 当 該 固 定 資 産 取 得 事 
 

 業 者 に 対 し て 交 付 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 固 定 資 産 取 得 
 

 事 業 者 が 期 日 ま で に 当 該 企 業 立 地 等 又 は 当 該 企 業 立 地 等 に 係 る 事 
 

 業 の 全 部 又 は 一 部 を 休 止 し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。 
 

 (1)  当 該 費 用 の う ち 規 則 で 定 め る 市 内 事 業 者 に 発 注 し た 額 が 当 該 
 

  費 用 の 100 分 の 50 に 相 当 す る 額 を 超 え て い る こ と 。 
 

 (2)  当 該 費 用 の う ち 規 則 で 定 め る 市 内 事 業 者 に 発 注 し た 額 が 、 固 
   

  定 資 産 取 得 事 業 者 が 中 小 企 業 者 に あ っ て は 100,000,000 円 以 上 、 
 

  大 企 業 者 に あ っ て は 1,000,000,000 円 以 上 で あ る こ と 。 
 

２  前 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 は 、 前 項 の 助 成 金 に つ い て 準 用 す 
 

 る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 第 ８ 条 第 ４ 
 

 項 中 「 第 ８ 条 の ２ 第 １ 項 」 と あ る の は 、 「 第 ８ 条 の ３ 第 １ 項 」 と 
 

 読 み 替 え る も の と す る 。 
 

 （ 助 成 金 の 額 の 確 定 等 ） 

第 12 条  市 長 は 、 第 10 条 の 報 告 を 受 け た と き は 、 そ の 報 告 に 係 る 投 

下 資 本 額 を 審 査 し 、 か つ 、 そ の 投 下 資 本 額 が 認 定 事 業 計 画 に 適 合 

す る も の で あ る か ど う か を 調 査 す る こ と に よ り 、 当 該 投 下 資 本 額 

              第 ８ 条 第 １ 項 の 
を 確 定 し た 上 で 、 交 付 す べ き        助 成 金 の 額 を 確 定 し 
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、 当 該 固 定 資 産 取 得 事 業 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 

           当 該 助 成 金 の 額 は 
に お い て 、 交 付 す べ き         、 第 ３ 条 第 １ 項 の 認 定 を 
          助 成 金 の 額 は 

受 け た 企 業 立 地 等 事 業 計 画 に 記 載 さ れ た 同 条 第 ２ 項 第 ６ 号 に 掲 げ 

       別 表 第 ３ （ 認 定 事 業 計 画 が 多 国 籍 企 業 者 企 業 立 地 
る 投 下 資 本 額 に                    

基 づ き 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 算 定 す る 

 等 に 係 る も の で あ る 場 合 に あ っ て は 、 別 表 第 ４ ） に 規 定 す る 事 業 
 

 所 の 種 類 ご と の 助 成 率 を 乗 じ て 得 た 
額 を 超 え な い も の と す る 。 

 

 （ 企 業 立 地 等 に 係 る 事 業 の 継 続 義 務 ） 

   固 定 資 産 取 得 事 業 者 に あ っ て は 
第 13 条                企 業 立 地 等 に 係 る 事 業 を 開 
    認 定 事 業 者 は 、                   

                    当 該 事 業 を 休 止 し た 期 
 始 し た 日 か ら 10 年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 （ 
                    次 条 の 規 定 に よ り 、 休     

 間 が あ る 場 合 に あ っ て は 、 10 年 に 当 該 休 止 し た 期 間 を 加 え た 期 間 
 止 し た 期 間 を 除 く 

 。 以 下 同 じ 。）、 固 定 資 産 賃 借 事 業 者 に あ っ て は 企 業 立 地 等 に 係 
 

 る 事 業 を 開 始 し た 日 か ら ７ 年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 （ 当 該 事 業 を 
 

 休 止 し た 期 間 が あ る 場 合 に あ っ て は 、 ７ 年 に 当 該 休 止 し た 期 間 を 
 

 加 え た 期 間 
    。 以 下 同 じ 。）、 当 該 企 業 立 地 等 に 係 る 事 業 を 継 続 し 

 

な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 市 長 が や む を 得 な い と 認 め る 場 合 は

、 こ の 限 り で な い 。 

 ( 企 業 立 地 等 又 は 企 業 立 地 等 に 係 る 事 業 の 休 止 又 は 廃 止 ） 

    固 定 資 産 取 得 事 業 者 に あ っ て は 
第 14 条                企 業 立 地 等 に 係 る 事 業 を 開 
    認 定 事 業 者 は 、 

                       、 固 定 資 産 賃 借 
 始 し た 日 か ら 10 年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 に お い て 
 

 事 業 者 に あ っ て は 企 業 立 地 等 に 係 る 事 業 を 開 始 し た 日 か ら ７ 年 を 
 

 経 過 す る 日 ま で の 間 に お い て 
             、 当 該 企 業 立 地 等 又 は 当 該 企 業 立 地 
 

等 に 係 る 事 業 の 全 部 又 は 一 部 を 休 止 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す る と 

き は 、 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

 （ 交 付 の 決 定 の 取 消 し ）                      
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        第 ８ 条 か ら 第 ８ 条 の ３ ま で の 
第 15 条  市 長 は 、              助 成 金 の 交 付 を 受 け 
 

             
た 認 定 事 業 者 が 次    の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 第 ８ 条 第 

         の 各 号 

   （ 第 ８ 条 の ２ 第 ４ 項 及 び 第 ８ 条 の ３ 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 
 ４ 項 
 

 第 ８ 条 の ２ 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）  
                        の 規 定 に よ る 
 

 交 付 の 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。 

（ 第 １ 号 省 略 ） 

        （ 第 ８ 条 の ２ 第 ４ 項 及 び 第 ８ 条 の ３ 第 ２ 項 に お    
  (2)  第 ８ 条 第 ５ 項 
 

  い て 準 用 す る 第 ８ 条 の ２ 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 
 

  ）  
  の 規 定 に よ り 付 さ れ た 条 件 に 違 反 し た と き 。 
 

 （ 第 ３ 号 省 略 ） 

                  当 該 助 成 金 
  (4)  虚 偽 そ の 他 の 不 正 の 行 為 に よ り 、      の 交 付 を 受 け た 
                  助 成 金 

  こ と が 明 ら か に な っ た と き 。 

 （ 第 ５ 号 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

 （ 助 成 金 の 返 還 ） 

第 16 条  市 長 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 助 成 金 の 交 付 の 決 定 を 取 

                          当 該 助 成 
り 消 し た 場 合 に お い て 、 当 該 取 消 し に 係 る 部 分 に 関 し 、 
                         助 成 金 が 

 金 が 
   交 付 さ れ て い る と き は 、 期 限 を 定 め て 、 そ の 返 還 を 命 じ な け 
 

れ ば な ら な い 。 

 （ 立 入 検 査 等 ） 

        第 ８ 条 か ら 第 ８ 条 の ３ ま で の 
第 17 条  市 長 は 、              助 成 金 に 係 る 予 算 の 
 

執 行 の 適 正 を 期 す る た め 必 要 が あ る と き は 、 認 定 事 業 者 に 対 し て 

報 告 若 し く は 資 料 の 提 出 を 求 め 、 又 は 当 該 職 員 に そ の 事 業 所 等 に 

立 ち 入 り 、 帳 簿 書 類 そ の 他 の 物 件 を 検 査 さ せ 、 若 し く は 関 係 者 に 

質 問 さ せ る こ と が で き る 。 

   （ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 
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   附  則 

         
 （ 施 行 期 日 等 ） 

                      平 成 27 年 ３ 月 31 日 
こ の 条 例 は 、 平 成 16 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、         

１                      平 成 24 年 ３ 月 31 日 

 ま で に 企 業 立 地 等 事 業 計 画 の 認 定 を 申 請 し た 者 に つ い て 適 用 す る   

 。  

                   
（ 企 業 立 地 等 事 業 計 画 の 認 定 の 特 例 ） 

                               
２  固 定 資 産 賃 借 企 業 立 地 等 を 行 う 者 が 、 当 該 固 定 資 産 賃 借 企 業 立 

                               
地 等 に 係 る 事 業 所 の 設 備 に つ い て 、 横 浜 市 企 業 立 地 等 促 進 特 定 地 

                             
域 に お け る 支 援 措 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 21  

                             
年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ８ 号 ） に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 企 業 立 地 等 促 進 

                             
特 定 地 域 に お け る 支 援 措 置 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い う 

                             
。） 第 ２ 条 第 ５ 号 ウ に 掲 げ る 行 為 に 係 る 企 業 立 地 等 に 係 る 企 業 立 

                             
地 等 事 業 計 画 の 認 定 （ 旧 条 例 第 ３ 条 第 ３ 項 の 認 定 を い う 。） を 受 

                             
け 、 又 は 受 け る こ と と な る 場 合 に あ っ て は 、 市 長 は 、 第 ３ 条 第 ３ 

                             
項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 者 の 当 該 固 定 資 産 賃 借 企 業 立 地 等 に 

                             
係 る 企 業 立 地 等 事 業 計 画 に つ い て 同 項 の 認 定 を し な い も の と す る 

   
。 

               
（ 企 業 立 地 等 助 成 金 の 特 例 ） 

                               
３  助 成 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 固 定 資 産 取 得 事 業 者 が 、 当 該 助 

                               
成 金 に 係 る 企 業 立 地 等 促 進 特 定 地 域 と 同 一 の 企 業 立 地 等 促 進 特 定 

                               
地 域 に お い て 旧 条 例 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 助 成 金 の 交 付 を 受 け 

                               
、 又 は 受 け る こ と と な る 場 合 で あ っ て 、 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ 

                               
り 算 定 す る こ と と な る 助 成 金 の 額 が 、 5,000,000,000 円 （ 旧 条 例 第 ８ 

                               
条 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 場 合 に あ っ て は 、 同 項 た だ し 書 の 規 

                               
定 に よ り 規 則 で 定 め る 額 ） か ら 当 該 同 一 の 企 業 立 地 等 促 進 特 定 地 
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域 に お い て 旧 条 例 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 交 付 し 、 又 は 交 付 す 

                               
る こ と と な る 助 成 金 の 額 を 減 じ た 額 （ 以 下 「 旧 助 成 金 残 余 額 」 と 

                               
い う 。） を 超 え る と き は 、 そ の 者 の 助 成 金 に つ い て は 、 旧 助 成 金 

                               
残 余 額 に 相 当 す る 額 を 第 ８ 条 第 １ 項 本 文 の 定 め る と こ ろ に よ り 交 

            
付 す る こ と が で き る 。 

          （ 第 ２ 条 第 ８ 号 、 第 ９ 号 及 び 第 11 号 、 第 ７ 条 第 ３ 項 第 ４ 号 
別 表 第 ２ 
          （ 第 ２ 条 第 ６ 号 、 第 ７ 号 ） 

 ） 
 

 企業立地等  

 促進特定地域  
 事業の分野      固 定 資 産 の 取 得      

               （省       略）               

  中小企業者が               
１       事業所を設置し、又は拡張する  
 

 目的で、次のいずれかに該当する行為をするこ  

 と。                    

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

  家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土  

  地に存する家屋を取得すること。      

 (2) 自ら所有する土地に家屋を新築し、又は増  

  築すること。               

２ １に掲げる固定資産の取得に併せて、事業所  

 の設備を新設し、又は増設する目的で、償却資  

 産を取得すること。             

 中小企業者が                
       事業所の設備を新設し、増設し、  
 

又は規則で定めるところにより更新する目的で、  

償却資産を取得すること。           

京浜臨海部地域  

、臨海南部工業  

地域、内陸南部  

工業地域及び内  

陸北部工業地域  

環境・エネルギ

ＩＴ、バイオ、

ー、医療・健康

環境、先端技術

及びＩＴに関連

及び     

する分野で規則

 

で定めるもの（

 

以下「重点産業

 

」という。）並

 

びに     
  自然科学研
 

究に関連する分

野で規則で定め

るもの並びに製

造業で規則で定

めるもの（以下

これらを総称し

 

て      
 「指定産業」
 

という。）  

１ 大企業者が本社等又は研究所を設置し、又は  

 

 拡張する目的で、次のいずれかに該当する行為  

 

 をすること。                

 

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

 

  家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土  
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  地に存する家屋を取得すること。      

 

 (2) 自ら所有する土地に家屋を新築し、又は増  

 

  築すること。               

 

２ １に掲げる固定資産の取得に併せて、本社等  

 

 又は研究所の設備を新設し、又は増設する目的  

 

 で、償却資産を取得すること。        

 

３ 大企業者が事務所（本社等を除く。）又は工  

 

 場を設置し、又は拡張する目的で、次のいずれ  

 

 かに該当する行為をすること。        

 

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

 

  家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土  

 

  地に存する家屋を取得すること。      

 

 (2) 自ら所有する土地に重点産業の事業の用に  

 

  供する家屋を新築し、又は増築すること。  

 

４ ３に掲げる固定資産の取得に併せて、事務所  

 

 (本社等を除く。)又は工場の設備を新設し、又  

 

 は増設する目的で、償却資産を取得すること。  

 

  大企業者が重点産業の事業の用に供する研究所  

 

又は工場の設備を新設し、増設し、又は規則で定  

 

めるところにより更新する目的で、償却資産を取  

 

得すること。                 

 

 

 

すべての分野        研究所又は工場         
１ 指定産業の       として賃貸する目  
       事業所             

 的で、次のいずれかに該当する行為をすること  

 。                     

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  
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     新築する              
  家屋を                  
     新築し、若しくは増築し、又は当該土  

                       
               こと。     
   地に存する家屋を取得する        

               新築する    
 (2) 自ら所有する土地に家屋を        
               新築し、又は増  

                       
     こと。               
  築する                  

２ １に掲げる固定資産の取得に併せて、指定産  

   研究所又は工場             
 業の       の設備として賃貸する目的  
   事業所 

 で、償却資産を取得すること。        

  

    （ 第 ８ 条 第 １ 項 、 第 12 条 ） 
別 表 第 ３ 
    （ 第 ８ 条 第 １ 項 ） 

     事 業 所 の 種 類            助 成 率       

 本   社   等   及   び   研   究   所         10パーセント       

 工               場         ８パーセント       

 本社等、研究所及び工場以外の事業所         ６パーセント       

                               
 

     事 業 所 の 種 類            助 成 率       

 研       究       所         10パーセント       

 研 究 所 以 外 の 事 業 所         ８パーセント       

  

別 表 第 ４ （ 第 ８ 条 第 １ 項 、 第 12 条 ） 

     事 業 所 の 種 類            助 成 率       

 本   社   等   及   び   研   究   所         15パーセント       

 工               場         ８パーセント       

 本社等、研究所及び工場以外の事業所         ６パーセント       

                               

  

 

別 表 第 ５ 
         （ 第 ８ 条 第 １ 項 ） 
別 表 第 ４ 
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   （ 表 省 略 ） 

別 表 第 ６ （ 第 ８ 条 第 １ 項 ） 

         費  用  の  種  類           上 限 額   

投下資本額に係る土地の取得及び賃借に係る費用          1,000,000,000円 

投下資本額に係る家屋の新築、増築及び取得並びに償却資産の取得

に係る費用                         
  2,000,000,000円 

                              
 

  

別 表 第 ７ 
         （ 第 ８ 条 第 ２ 項 ） 
別 表 第 ５ 

  助 成 金 算 定 基 準 額 ご と の 助 成 金 の 額 の 算 定 方 法 は 、 次 に 定 め る

と お り と す る 。 

   （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  前 項 第 １ 号 の 固 定 資 産 賃 借 事 業 者 に 対 し て 交 付 す る こ と が で き

る 助 成 金 の 額 は 、 次 の 表 の 当 該 固 定 資 産 賃 借 事 業 者 の 同 号 に 掲 げ

る 式 に よ り 算 定 し た 助 成 金 算 定 基 準 額 に 応 じ た 金 額 と す る 。 

     助 成 金 算 定 基 準 額         金   額     

               4,000,000円以下             0円   

    4,000,001円以上   100,000,000円以下   

助成金算定基準額に1,000円  

未満の端数があるときは、こ  

れを切り捨てた額      

   100,000,001円以上                   100,000,000円   

                               
 

     助 成 金 算 定 基 準 額         金   額     

                4,000,000円以下             0円   

    4,000,001円以上    5,000,000円以下         2,000,000円   

    5,000,001円以上    6,300,000円以下         2,500,000円   
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    6,300,001円以上    7,900,000円以下         3,150,000円   

    7,900,001円以上    9,900,000円以下         3,950,000円   

    9,900,001円以上    12,400,000円以下         4,950,000円   

   12,400,001円以上    15,500,000円以下         6,200,000円   

   15,500,001円以上    19,400,000円以下         7,750,000円   

   19,400,001円以上    24,300,000円以下         9,700,000円   

   24,300,001円以上    30,400,000円以下         12,150,000円   

   30,400,001円以上    38,000,000円以下         15,200,000円   

   38,000,001円以上    47,500,000円以下         19,000,000円   

   47,500,001円以上    59,400,000円以下         23,750,000円   

   59,400,001円以上    74,300,000円以下         29,700,000円   

   74,300,001円以上    92,900,000円以下         37,150,000円   

   92,900,001円以上   116,200,000円以下         46,450,000円   

   116,200,001円以上   145,300,000円以下         58,100,000円   

   145,300,001円以上   181,700,000円以下         72,650,000円   

   181,700,001円以上   200,000,000円以下         90,850,000円   

   200,000,001円以上                   100,000,000円   

   （ 第 ３ 項 、 第 ４ 項 及 び 備 考 省 略 ）  

別 表 第 ８ （ 第 ８ 条 の ２ 第 １ 項 ） 

     市 民 雇 用 者 増 加 数         金   額     

     １人以上         ９人以下          500,000円   

     10人以上         19人以下         5,000,000円   

     20人以上         29人以下        10,000,000円   
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     30人以上         39人以下        15,000,000円   

     40人以上         49人以下        20,000,000円   

     50人以上         59人以下        25,000,000円   

     60人以上         69人以下        30,000,000円   

     70人以上         79人以下        35,000,000円   

     80人以上         89人以下        40,000,000円   

     90人以上         99人以下        45,000,000円   

     100人以上                     50,000,000円   

                              

 

 


